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　長野県宿泊税に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第６号

　　　長野県宿泊税に関する規則の一部を改正する規則

　長野県宿泊税に関する規則（令和７年長野県規則第58号）の一部を次のように改正する。

　第３条第２項を次のように改める。

２　条例第３条第３号に規定する規則で定める宿泊は、次に掲げるものとする。

　⑴�　義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（平成28年法律第105号）第２条第３号に規定す

る不登校児童生徒又はこれに準ずる児童若しくは生徒に対して同条第１号に規定する学校以外の場における義務教育の段階におけ

る普通教育又はこれに相当する教育の機会の確保に関する活動を行う民間の団体又は個人（地方公共団体の長又は教育委員会が認

証又はこれに相当するものをしたものに限る。）の児童、生徒又はこれらの者を引率する者が、当該団体又は個人が教育の目的で

主催する行事として宿泊する場合（当該団体の長又は当該個人がその旨を証明する場合に限る。）の当該宿泊

　⑵�　中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。）の部活動の地域における展開

により実施される活動（地方公共団体の長又は教育委員会の認定を受けた活動（当該認定を受けたものとみなされた活動を含む。）

に限る。以下この号において「認定地域クラブ活動」という。）を行う生徒又はこれを引率する者が、認定地域クラブ活動として

宿泊する場合（認定地域クラブ活動を運営する団体の長がその旨を証明する場合に限る。）の当該宿泊

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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　一般職の職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月19日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟

長野県人事委員会規則第８号

　　　一般職の職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則

　一般職の職員の旅費に関する規則（昭和30年長野県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　�第16条第１項第１号中「場合」の次に「（第３号に該当する場合を除く。）」を加え、同項第２号中「類するもの」の次に「（次号にお

いて「宅配便等」という。）」を、「場合」の次に「（同号に該当する場合を除く。）」を加え、同項に次の１号を加える。

　⑶�　運送業者が家財の運送を行い、かつ、旅行者が宅配便等を利用して家財の運送を行う場合（旅行命令権者が前２号のいずれかの

みに該当する場合では移転することが困難と認める場合に限る。）には、第１号に掲げる方法により算定した額及び当該宅配便等

の利用に要する額の合計額を移転料の額とする方法

「 「
13,000 15,000

11,000 12,000

9,000 10,000

10,000 12,000

11,000 11,000

10,000 10,000

8,000 9,000

11,000 11,000

10,000 11,000

10,000 12,000

19,000 16,000

17,000 17,000

19,000 21,000

16,000 16,000

16,000 16,000

11,000 11,000

9,000 10,000

10,000 10,000

12,000 13,000

11,000 13,000

13,000 13,000

9,000 12,000

11,000 12,000

　別表第１中 9,000 を 12,000 に改める。

11,000 11,000

19,000 20,000

山岳高原観光課
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13,000 16,000

12,000 17,000

11,000 12,000

11,000 11,000

8,000 9,000

9,000 12,000

10,000 14,000

13,000 14,000

8,000 9,000

10,000 10,000

15,000 15,000

10,000 12,000

11,000 12,000

18,000 17,000

11,000 11,000

11,000 13,000

14,000 14,000

11,000 11,000

12,000 11,000

12,000 11,000

11,000
」

12,000
」

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

人事委員会事務局


